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 （証券コード：6648）

  平成24年６月７日

株 主 各 位  

 山 形 県 南 陽 市 小 岩 沢 2 2 5 番 地

 株 式 会 社 か わ で ん
 代表取締役社長 西 谷 　 賢

第91回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第91回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年６月21日（木曜日）

午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日 時 平成24年６月22日（金曜日）午後１時３０分

２．場 所 山形県南陽市小岩沢225番地　当社本社

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項  

　報 告 事 項 第91期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）

事業報告及び計算書類報告の件

　決 議 事 項  

　 第１号議案  剰余金の処分の件

　 第２号議案  監査役３名選任の件

以　上



当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、

インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.kawaden.co.jp/）に

掲載させていただきます。
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（提供書面）
　

事　 業　 報　 告

(平成23年４月１日から
平成24年３月31日まで)

　

１．株式会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生しました東日

本大震災の甚大な被害により大きく落ち込みました。その後経済活動は、緩

やかに持ち直しの動きが続いておりますが、海外経済の減速や長期化する円

高の影響、そして継続している厳しい雇用・所得環境など、景気の先行きは

依然として不透明な状況で推移いたしました。

当業界におきましては、民間設備投資は緩やかに持ち直しの動きがみられ

るとはいえ、公共投資と同様に極めて低水準で推移していることから、需給

関係は改善されず、企業間の受注・価格競争は厳しい環境が続いております。

　このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上

と納期厳守及びお客様対応の充実も含め、顧客満足を最優先に全力を傾注し

営業活動を展開いたしました。これにより売上高は14,202百万円（前期比

11.3％増）となりました。

利益につきましては、受注・価格競争が激しさを増すなか、増収により営

業利益は314百万円（前期比13.3％増）、経常利益は278百万円（前期比4.3％

増）となりました。当期純利益については、88百万円（前期比8.6％増）とな

りました。

　

(2) 資金調達の状況

記載すべき事項はありません。

　

(3) 設備投資の状況

当事業年度における設備投資額は、92百万円であります。

主な内容は、社内システムの更新ならびに各事業拠点におけるＩＴ機器投資

などによるものであります。
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(4) 直前三事業年度の財産及び損益の状況

区 分
平成20年度
第88期

平成21年度
第89期

平成22年度
第90期

平成23年度
第91期

（当事業年度）

売 上 高 15,710,988千円 13,925,379千円 12,756,743千円 14,202,586千円

当 期 純 利 益 660,524千円 314,718千円 81,602千円 88,647千円

１株当たり当期純利益 20,655.59円 9,841.73円 2,551.83円 2,772.14円

総 資 産 12,415,726千円 12,267,003千円 12,113,565千円 12,105,133千円

純 資 産 7,819,417千円 7,987,435千円 7,915,548千円 7,841,694千円

　

(5) 対処すべき課題

当社が認識している対処すべき事業上及び財務上の課題は、次のとおりで

す。

①　更なる品質の向上について

当社はトヨタ生産方式の基本思想をベースとした生産方式に日々改善を

加えてまいりました。改善活動は徹底した生産拠点の効率性を追求し、製

品品質の向上とリードタイムの短縮、コスト削減を目指すものであります。

また、当社は山形、九州の両工場でＩＳＯ9001を取得し品質管理を徹底し

ております。今後当社がカスタム型配電制御設備大手専業メーカーとして

の地位を維持するためには、何より製品品質の維持・向上が必要であり、

ひいてはそれを支える生産技術の向上が不可欠であります。今後は従前の

改善活動を更に強化したうえで生産技術の向上に努める所存であります。

　

②　リニューアル事業への取組みについて

当社が取り組む配電制御設備市場にはビルの新築時のものと、配電制御

設備のみの入替え、改良によるものがあります。後者による市場（以下「リ

ニューアル市場」という。）では、現存の設備を納入した業者に再発注さ

れる場合が多く、長期に渡ってカスタム型配電制御設備大手専業メーカー

であった当社が受注を獲得し易い市場であると同時に、顧客と長期的な関

係を築くことにより継続的な収益に繋がる可能性もあります。

当社は従来よりリニューアル市場に特に着目し、平成14年度よりリニュ

ーアル向け売上を数値目標化し、当市場での当社のプレゼンス向上に努め

てまいりました。

今後も同市場向けの売上高比率を40％超へ向上させ、収益の向上及び安

定化を図る所存であります。
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③　生産コストの低減

当社は改善活動の積み重ねにより、継続的に生産コストの低減を行って

まいりました。今後もプロジェクトチームを編成して一層の固定費削減と

設計段階からモジュール化・標準化に取組み製造コストの削減、生産性の

向上を行い、更なるコストの低減に努めてまいります。

　

④　リードタイムの短縮について

当社は前述の改善活動の積み重ねにより、日々リードタイム短縮に取組

んでおります。配電制御設備は通常建設工事日程に深く組み込まれており、

納期遅れは大きな問題となるため、リードタイムの短縮は生産コストの低

減のみならず納期遅れによるクレームを未然に防ぐ他、競合他社との差別

化に繋がります。当社はリードタイムの維持、更なる短縮を行うことによ

り、他社との違いを鮮明に打ち出し、更なる競争力の強化を行う所存であ

ります。

　

⑤　環境への対応

当社は従来より環境への配慮を重要課題ととらえ、山形工場で平成10年

にＩＳＯ14001を取得し、環境重視・省エネルギー製品の拡充を行っており

ます。また、環境会計を平成12年より導入し、エネルギー等の数値管理を

行い、省エネルギーとリサイクル等の事業活動をより強化してまいりまし

た。昨今の企業にＣＳＲ（企業の社会的責任）に配慮した企業運営への要

求が強まる傾向に対応して、当社は環境への配慮を意識した企業運営を一

層推進していく所存であります。

　

⑥　与信管理体制の強化

昨今の経済環境により企業の倒産件数は非常に高い水準で推移しており

ます。このような状況下において当社は、営業部門において得意先別与信

限度管理と売掛金の回収の強化を図り、経理部門においては債権管理を徹

底することにより、貸倒れの発生を防ぐ所存であります。

　

⑦　当事業年度末の自己株式の残高は1,872百万円（9,942株）であり、発行

済株式総数の23.71％を所有しております。当該自己株式は、資本政策の柔

軟性・機動性を確保するため取得しておりますが、自己株式の処分につき

ましては今後の対処すべき課題の一つと認識しております。

 

(6) 主要な事業内容（平成24年３月31日現在）

ビル及び工場、産業施設、大型マンション向けの高低圧配電盤、自動制御

盤、分電盤などの配電制御設備の製造・販売を行っております。
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(7) 主要な営業所及び工場（平成24年３月31日現在）

本社・山形工場　（本店） 山形県南陽市小岩沢225番地

東京本社 東京都大田区南蒲田二丁目16番２号

テクノポートカマタＣ－５階

九州工場 佐賀県佐賀市大和町大字川上4583番地１

首都圏第一・第二支社 東京都大田区南蒲田二丁目16番２号

テクノポートカマタＣ－５階

関西支社 大阪府大阪市淀川区西中島一丁目11番16号

北館２階

その他の支社 北海道・東北支社（仙台市）

関東支社（さいたま市）

中部支社（名古屋市）

西日本支社（福岡市）

　

(8) 従業員の状況（平成24年３月31日現在）

従業員数（人） 前期末比増減（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

566[107] △17[2] 36.5 15.3

（注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を

含む。）であり、臨時従業員数は［　］内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。

２．臨時従業員には、季節工、パートタイマー、及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員

を除いております。

　

(9) 主要な借入先の状況（平成24年３月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

 千円

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 250,736

株式会社三井住友銀行 250,020

株式会社みずほコーポレート銀行 250,000

株式会社七十七銀行 108,700

株式会社荘内銀行 33,360

株式会社きらやか銀行 16,720

計 909,536
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２．株式に関する事項（平成24年３月31日現在）

①　発行可能株式総数（普通株式） 144,000株

②　発行済株式の総数（普通株式） 31,978株

（自己株式9,942株を除く）

③　株主数 2,209名

④　大株主（上位14名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

 株 ％

富 士 化 学 塗 料 株 式 会 社 2,500 7.81

佐 藤 商 事 株 式 会 社 1,150 3.59

株 式 会 社 立 花 エ レ テ ッ ク 1,085 3.39

株 式 会 社 関 電 工 1,000 3.12

株 式 会 社 き ん で ん 1,000 3.12

三 菱 商 事 株 式 会 社 1,000 3.12

メロン　バンク　エヌエー　トリーテイー
ク ラ イ ア ン ト 　 オ ム ニ バ ス
（常任代理人　株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）

1,000 3.12

か わ で ん 従 業 員 持 株 会 954 2.98

株 式 会 社 弘 電 社 600 1.87

東 光 電 気 工 事 株 式 会 社 600 1.87

株 式 会 社 都 市 管 財 セ ン タ ー 600 1.87

日 本 電 設 工 業 株 式 会 社 600 1.87

株 式 会 社 ユ ア テ ッ ク 600 1.87

北 尾 吉 孝 600 1.87

(注)１.当社は、自己株式を9,942株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２.持株比率は自己株式を控除して計算しております。　
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３．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役に関する事項（平成24年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 北 尾 吉 孝
ＳＢＩホールディングス株式会社 代表取締
役 執行役員ＣＥＯ

代 表 取 締 役 社 長 西 谷 　 賢 営業本部長

取 締 役 沢 村 幸 男 製造本部長

取 締 役 光 藤 淳 一 経営管理本部長　兼　経営企画室長

取 締 役 信 岡 久 司 営業本部副本部長

取 締 役 武 田 吉 史 製造本部山形工場長

常 勤 監 査 役 佐 藤 博 之  

監 査 役 今 井 　 勝 リクレス債権回収株式会社 取締役　

監 査 役 山 本 　 圭
ＳＢＩキャピタル株式会社　インベストメン
ト・グループ　ディレクター

（注）１．監査役の今井　勝氏、山本　圭氏は社外監査役であります。なお、当社は今井 勝氏を

株式会社大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て

おります。

２．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力

主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は５名であります。

　

(2) 取締役及び監査役ごとの報酬等の総額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 7人 62,559千円

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

3人
（ 2人）

16,900千円
（7,250千円）

計 10人 79,459千円

（注）１．株主総会決議に基づく取締役報酬限度額（年額）は、240,000千円（平成19年６月28日

定時株主総会決議）であります。なお、使用人兼務給与は含まれません。

２．株主総会決議に基づく監査役報酬限度額（年額）は、72,000千円（平成19年６月28日

定時株主総会決議）であります。

　



－ 8 －

(3) 社外役員に関する事項

①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査役　今井 勝氏はリクレス債権回収株式会社の取締役でありますが、当

社との特別な利害関係はありません。

・監査役　山本 圭氏はＳＢＩキャピタル株式会社の従業員でありますが、当

社との特別な利害関係はありません。　

②主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社 外 監 査 役 今 井 　 勝
当事業年度に開催された取締役会12回のうち
11回、監査役会13回のうち12回に出席いたし
ました。

社 外 監 査 役 山 本 　 圭
当事業年度に開催された取締役会12回のうち
11回、監査役会13回のうち12回に出席いたし
ました。

（注）各社外監査役は議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

　

  (4) 責任限定契約に関する事項

　当社は、平成18年６月29日開催の第85回定時株主総会で定款を変更し、社

外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。

　当該定款に基づき当社が社外監査役の全員と締結した責任限定契約の内容

の概要は次のとおりであります。

（社外監査役の責任限定契約）

　社外監査役は、会社法第423条第１項に基づき損害賠償責任を負う場合にお

いて、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第

425条第１項に定める最低責任限度額を当該損害賠償責任の限度とする。
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４．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 23,000千円

(3) 当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第１

項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりです。

　監査契約の履行に伴い生じた当社の損害について、有限責任監査法人トー

マツに故意又は重大な過失があった場合を除き、有限責任監査法人トーマツ

の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として当社から

受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も

高い額に二を乗じて得た額をもって、当社に対する損害賠償責任の限度とす

る。

(4) 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

23,000千円

(5) 解任又は不再任の決定の方針

　会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる

場合、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。

 

（注）　当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、(2)の金額には、これらの合計額を

記載しております。
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５．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容

の概要

内部統制システムの基本方針

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体

制の整備について、次のとおり決議いたしました。

　

(1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

①　役職員の職務の執行が法令・定款に適合し、かつ社会的責任を果すため

企業倫理憲章を定め、全役職員に周知徹底させる。

②　代表取締役は繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守

をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。

　

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規定に従い、取締役職務執行に係る情報を記録し保存する。取締

役及び監査役は、文書管理規定により常時これらの文書等を閲覧できるもの

とする。

　

(3) 損失の危機の管理に関する規定その他の体制

①　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティにかかるリス

クに関して組織横断的なリスク状況の監視ならびに全社的対応方針の決定

については、代表取締役が委員長を努めるリスク管理委員会が行うものと

し、危機の未然防止・迅速な対応・再発防止に取り組む。

②　各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。各部門長は定

期的にリスク管理の状況をリスク管理委員会に報告する。

　

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　全社経営計画及び部門別業務計画を達成するための効率的な資源配分（資

金、要員等）を行う。

②　取締役の職務分担および担当部門の職務分掌、職務権限を適切に配分す

る。

③　合理的な意思決定の過程を経るために常勤取締役・役付執行役員を構成

員とする経営会議を設置する。
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④　取締役会において、年度計画や当該年度計画に基づく事業部門ごとの業

績目標と予算を設定する。

⑤　経営会議及び取締役会において、業務計画の進捗状況を報告する。

　

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社には親会社及び子会社の何れも存しないため、定めない。

　

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における（監

査役を補助すべき）使用人に関する体制

監査役を補助すべき使用人として、必要に応じて人員を配置する。

　

(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

必要に応じて監査役付使用人を設置する場合、当該使用人は、業務執行上

の指揮命令系統に属さず監査役の指示命令に従うものとする。また当該使用

人の異動、人事考課等に関しては監査役会の事前の同意を得るものとする。

　

(8) 取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

①　取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生、または発

生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したと

き、その他監査役が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役

会に報告する。

②　内部監査室長は内部監査の結果を監査役会に報告するものとする。

　

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は必要に応じて顧問弁護士等の意見を求め、会計監査人、代表取締

役と定期的な意見交換会を開催し、適切な意思疎通及び効果的な業務監査の

遂行を図る。
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貸　借　対　照　表

（平成24年３月31日現在）
科 目 金 額 科 目 金 額

(資  産  の  部 ) 千円 (負  債  の  部 ) 千円

流 動 資 産 8,835,175 流 動 負 債 3,337,879

現 金 及 び 預 金 2,838,724 買 掛 金 1,717,709

受 取 手 形 1,646,364 短 期 借 入 金 350,000

売 掛 金 2,609,384 １年内返済予定長期借入金 276,028

製 品 992,206 未 払 金 496,412

仕 掛 品 224,024 未 払 法 人 税 等 74,505

原 材 料 242,322 未 払 消 費 税 等 60,083

前 払 費 用 28,106 未 払 費 用 76,991

繰 延 税 金 資 産 223,000 前 受 金 39,795

そ の 他 32,455 預 り 金 79,353

貸 倒 引 当 金 △1,413 賞 与 引 当 金 167,000

　 　 　 　

　 　 　 　

固 定 資 産 3,269,958 固 定 負 債 925,559

( 有 形 固 定 資 産 ) (2,399,108) 長 期 借 入 金 283,508

建 物 1,193,496 退 職 給 付 引 当 金 629,751

構 築 物 37,442 資 産 除 去 債 務 12,300

機 械 及 び 装 置 449,145 　 　

車 両 運 搬 具 1,930 　 　

工 具 器 具 及 び 備 品 132,510 負 債 合 計 4,263,438

土 地 583,061 　 　

建 設 仮 勘 定 1,520 ( 純 資 産 の 部 )  

( 無 形 固 定 資 産 ) 　(113,589) 株 主 資 本 7,824,363

借 地 権 8,960 資 本 金 2,124,550

電 話 加 入 権 12,726 資 本 剰 余 金 1,481,282

ソ フ ト ウ ェ ア 91,902 資 本 準 備 金 531,587

(投資その他の資産) (757,260) その他資本剰余金 949,694

投 資 有 価 証 券 268,919 利 益 剰 余 金 6,090,870

出 資 金 549 その他利益剰余金  
破 産 更 生 債 権 等 250 繰越利益剰余金 6,090,870

長 期 前 払 費 用 14,952 自 己 株 式 △1,872,339

差 入 保 証 金 67,795 　 　

会 員 権 5,950 評価・換算差額等 17,331

保 険 積 立 金 156,133 その他有価証券評価差額金 17,331

繰 延 税 金 資 産 245,334 　 　

そ の 他 29,810 　 　

貸 倒 引 当 金 △32,434 純 資 産 合 計 7,841,694

資 産 合 計 12,105,133 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,105,133
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損　益　計　算　書

(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

科 目 金 額

  千円 千円

売 上 高  14,202,586

売 上 原 価  11,315,613

売 上 総 利 益  2,886,973

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  2,572,459

営 業 利 益  314,514

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,255  

受 取 賃 貸 料 8,832  

受 取 保 険 金 3,000  

そ の 他 17,097 34,186

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 9,938  

売 上 債 権 売 却 損 26,025  

売 上 割 引 12,500  

閉 鎖 工 場 等 関 連 費 用 7,419  

貸 倒 引 当 金 繰 入 2,500 　

そ の 他 11,407 69,791

経 常 利 益  278,909

特 別 損 失   

投 資 有 価 証 券 評 価 損 93  

固 定 資 産 除 却 損 1,138 1,232

税 引 前 当 期 純 利 益  277,676

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 64,829  

法 人 税 等 調 整 額 124,200 189,029

当 期 純 利 益  88,647
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株主資本等変動計算書

(自　平成23年４月１日
至　平成24年３月31日)

（単位：千円）　

 

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
その他資
本剰余金

資本剰余金
合 計

その他利益
剰 余 金

利益剰余金
合 計

繰越利益剰
余 金

平成23年４月１日　残高 2,124,550 531,587 949,694 1,481,282 6,162,112 6,162,112 △1,872,339 7,895,605

事 業 年 度 中 の 変 動 額         

剰 余 金 の 配 当     △159,890 △159,890  △159,890

当 期 純 利 益     88,647 88,647  88,647

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 ) 　

        

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － － － △71,242 △71,242 － △71,242

平成24年３月31日　残高 2,124,550 531,587 949,694 1,481,282 6,090,870 6,090,870 △1,872,339 7,824,363

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成23年４月１日　残高 19,942 19,942 7,915,548

事 業 年 度 中 の 変 動 額    

剰 余 金 の 配 当   △159,890

当 期 純 利 益   88,647

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 事 業 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 ) 　

△2,611 △2,611 △2,611

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △2,611 △2,611 △73,853

平成24年３月31日　残高 17,331 17,331 7,841,694
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１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　満期保有目的の債券　　償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しており

ます。）

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）

原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

　製造部門に属する建物（建物附属設備を含む）、構築物及び機械及び装置は定額法、

それ以外は定率法であります。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ２～50年

機械及び装置 ２～７年

工具器具及び備品 ２～20年

無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。
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(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

賞与引当金

　従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。なお、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用処理しております。ま

た、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法によりそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理して

おります。

(5) 消費税及び地方消費税の処理方法

税抜方式によっております。

　

２．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,542,712千円

(2) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建物 383,753千円

土地 364,327千円

計 748,080千円

②　担保に係る債務

長期借入金 216,708千円

1年内返済予定長期借入金 184,048千円

短期借入金 100,000千円

計 500,756千円

(3) 取締役、監査役に対する金銭債務 19,240千円

(4) 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。な

お、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に

含まれております。

受 取 手 形 　 78,651千円
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３．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 当事業年度期首株式数(株) 当事業年度増加株式数(株) 当事業年度減少株式数(株) 当事業年度末株式数(株)

発行済株式     

普通株式 41,920 － － 41,920

合計 41,920 － － 41,920

自己株式     

普通株式 9,942 － － 9,942

合計 9,942 － － 9,942

(2) 新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約
権の目的
となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年
度末残高
（千円）当事業年

度 期 首
当事業年
度 増 加

当事業年
度 減 少

当 事 業
年 度 末

平成16年６月18日定時株主総会
決議に基づく新株予約権

普通株式 679 － － 679 －

合計  679 － － 679 －

(3) 配当に関する事項

配当金支払額

決 議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成23年６月24日
定時株主総会

普通株式 79,945 2,500
平成23年
３月31日

平成23年
６月27日

平成23年11月９日
取締役会

普通株式 79,945 2,500
平成23年
９月30日

平成23年
12月５日

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成24年６月22日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を

次のとおり提案する予定であります。

①　配当金の総額 79,945千円

②　１株当たり配当額 2,500円

③　基準日 平成24年３月31日

④　効力発生日 平成24年６月25日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社は、資金運用については主に流動性の高い金融資産で運用し、銀行等金融機関からの借

入により資金を調達しております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図って

おります。また、投資有価証券は主として株式及び満期保有目的の債券であり、上場株式につ

いては四半期ごとに時価の把握を行っております。

　借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。

　

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成24年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差

額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

　
貸借対照表計上額

（＊）
　時価（＊） 差額

① 現金及び預金 2,838,724 2,838,724 －

② 受取手形 1,646,364 1,646,364 －

③ 売掛金　 2,609,384 2,609,384 －

④ 投資有価証券 229,547 229,044 △502

⑤ 買掛金 (1,717,709) (1,717,709) －

⑥ 短期借入金 (350,000) (350,000) －

⑦ 長期借入金 (559,536) (558,775) 760

(*)負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（注１）　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　①現金及び預金、②受取手形並びに③売掛金

　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

　よっております。

　④投資有価証券

　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は金融機

関から提示された価格によっております。
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　⑤買掛金、並びに⑥短期借入金

　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

　よっております。

　⑦長期借入金

　　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定され

　る利率で割り引いて算定する方法によっております。　

　

（注２）　非上場株式（貸借対照表計上額11,546千円）及び投資事業組合出資金（貸借対照表計

上額27,825千円）は、市場価額がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ

ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「④投資有価証券」には含めておりませ

ん。
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５．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 金額  

退職給付引当金 229,412千円

貸倒引当金 12,104 

賞与引当金 63,126 

減損損失 74,017 

投資有価証券評価損 27,912 

会員権評価損 8,628 

その他 168,655 

繰延税金資産小計 583,855 

評価性引当額 △109,255 

繰延税金資産合計 474,600 

繰延税金負債 　 

その他有価証券評価差額金 △6,265 

繰延税金負債合計 △6,265 

繰延税金資産の純額 468,334 

(2) 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　｢経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため所得税法等の一部を改正する法律｣

(平成23年法律第114号)及び｢東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財

源の確保に関する特別措置法｣(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布され、平成24

年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われ

ることとなりました。

　これにともない、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来40.0％

となっておりましたが、平成24年４月１日に開始する事業年度から平成26年４月１日に開始す

る事業年度までの期間に解消が見込まれる一時差異については37.8％に、平成27年４月１日に

開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.4％に変更されます。

　この税率変更により、当事業年度末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した

金額）は36,249千円減少し、法人税等調整額は37,063千円増加しております。

　
６．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 245,221円56銭

１株当たり当期純利益 2,772円14銭

　

７．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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８．退職給付に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けており

ます。（平成23年７月に適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行いたしました。）

　

(2) 退職給付債務に関する事項（平成24年３月31日現在）

 （単位：千円）

イ．退職給付債務 △1,228,723

ロ．年金資産 488,077

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △740,646

ニ．未認識過去勤務債務（債務の増額）　 29,206

ホ．未認識数理計算上の差異 81,690

ヘ．退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ） △629,751

　

(3) 退職給付費用に関する事項（自　平成23年４月１日　　至　平成24年３月31日）

 （単位：千円）

イ．勤務費用 68,321

ロ．利息費用 25,552

ハ．期待運用収益 △9,988

ニ．過去勤務債務の費用処理額　 7,302

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 21,914

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 113,102

　

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ．割引率 2.0％

ハ．期待運用収益率 2.0％

ニ．過去勤務債務の処理年数　 ５年

ホ．数理計算上の差異の処理年数 10年

　

９.追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、｢会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準｣（企業会計基準第24条　平成21年12月４日）及び

｢会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針｣（企業会計基準適用指針第24号

平成21年12月４日）を適用しております。

　

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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会計監査人の監査報告書　謄本

 独立監査人の監査報告書  

 平成24年５月９日 

 株式会社かわでん  

 取締役会　御中  

 有限責任監査法人トーマツ  

 

指定有限責
任 社 員
業務執行社員

 公認会計士 谷 藤 雅 俊 

指定有限責
任 社 員
業務執行社員

 公認会計士 菅 　 博 雄 

 

 　
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社かわでんの平成23年

４月１日から平成24年３月31日までの第91期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細
書について監査を行った。
　

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　

監査人の責任　
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類
及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

 監　査　報　告　書  

 当監査役会は、平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第91期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。
　
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等

に従い、取締役、内部監査部門その他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員
等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
  また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び
当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び従業員
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、
意見を表明いたしました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討い
たしました。
さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書）及びその附属明細書について検討いたしました。

　
２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。
三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

　また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執
行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　

 

 平成24年５月16日  

 株 式 会 社 か わ で ん 　 監 査 役 会  

 

常勤監査役 佐 藤 博 之 

社外監査役 今 井 　 勝 

社外監査役 山 本 　 圭 

 

以　上



－ 24 －

株主総会参考書類

　

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

第91期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等

を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

１．配当財産の種類

金銭

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金2,500円　総額79,945,000円

なお、中間配当金として2,500円をお支払しておりますので当期の年間配

当金は１株につき5,000円となります。

３．剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年６月25日
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第２号議案　監査役３名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役３名全員が任期満了により退任いたしますの

で新たに監査役３名の選任をお願いするものであります。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。　　　　　　

　　　　　　

　監査役候補者は、次のとおりであります。　

候補者
番　号

氏 名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 　

所有する当
社の株式数

１
さとう　　ひろゆき

佐藤　博之
(昭和18年11月１日生)

昭和37年４月 当社入社

昭和57年４月 当社山形営業所長

平成４年４月 当社北海道・東北ブロック長

平成７年４月 当社北海道支社長

平成９年３月 当社東北支社長

平成11年６月 当社執行役員東北支社長

平成16年４月 当社東北支社営業開発部長

平成17年６月 当社監査役（現任）

  21株

２
いまい　まさる

今井　勝
(昭和16年５月９日生)

昭和47年４月 弁護士登録　東京弁護士会

昭和55年５月 今井法律事務所開設

平成８年４月 東京地方裁判所民事調停員（現任）

平成10年４月 アールエル・レシーバブルズ・イン

ク日本に於ける代表

平成11年４月 東京弁護士会副会長

平成12年４月 日本法律扶助協会監事

平成13年４月 日本弁護士連合会財務委員長

平成14年７月 リクレス債権回収株式会社取締役（現

任）

平成17年６月 当社監査役（現任）

平成19年４月 日本弁護士連合会理事

－
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候補者
番　号

氏 名
(生年月日)

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ） 　

所有する当
社の株式数

３
やまもと　けい

山本　圭
(昭和50年10月１日生)

平成10年４月 株式会社さくら銀行（現株式会社三

井住友銀行）入社

平成12年６月 ソフトバンク・ファイナンス株式会

社（現ソフトバンク・エーエム株式

会社）入社　総合企画部

平成13年12月 ファイナンス・オール株式会社（現

ＳＢＩホールディングス株式会社）

公開準備室

平成15年11月 エスビーアイ・キャピタル株式会社

（現ＳＢＩキャピタル株式会社）入

社

平成18年６月 当社監査役（現任）

平成22年１月 ＳＢＩキャピタル株式会社インベス

トメント・グループ　ディレクター

（現任）

平成23年３月 株式会社ＶＳＮ社外取締役

－

（注）１．各候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

２．今井　勝氏、山本　圭氏は社外監査役候補者であります。

３．今井　勝氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての知識・

経験に基づき違法性のチェックを期待するとともに経営についての意

思決定や代表取締役の業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見

が期待できるものと考えたためであります。また、同氏が社外監査役

に就任してからの年数は本総会終結の時をもって７年となります。

なお、当社は同氏を大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として指

定し、同取引所に届け出ており、本議案が承認され社外監査役に就任

した場合、引き続き独立役員となる予定であります。

４．今井　勝氏は現在、当社の社外監査役であり、当社は同氏との間で法

令に定める最低責任限度額を賠償責任の限度とする責任限定契約を締

結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の

上記責任限定契約を継続する予定であります。
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５．山本　圭氏を社外監査役候補者とした理由は、数社のＩＰＯを担当・

指導した知識・経験に基づき経営についての意思決定や代表取締役の

業務執行などに対し客観的かつ公正な監査意見が期待できるものと考

えたためであります。また、同氏が社外監査役に就任してからの年数

は本総会終結のときをもって６年となります。

６．山本　圭氏は、現在、当社の社外監査役であり、当社は同氏との間で

法令に定める最低責任限度額を賠償責任の限度とする責任限定契約を

締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間

の上記責任限定契約を継続する予定であります。　

　

以上
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交通　ＪＲ奥羽本線中川駅徒歩１分

ＪＲ山形新幹線赤湯駅からタクシーで15分


